
カナダ競争局との執行活動の情報伝達に関する協力取決めの締結について 

平成２９年５月１２日 

公 正 取 引 委 員 会 

公正取引委員会は，平成２９年５月１１日，ポルトガル共和国のポルトにお

いて，カナダの競争当局であるカナダ競争局との間で，競争当局間の執行活動

の情報伝達に関する協力取決めを締結した。取決めの概要等は，次のとおりで

ある。 

１ 背景 

  平成１７年９月，我が国政府は，「反競争的行為に係る協力に関する日本

国政府とカナダ政府との間の協定」（以下「日加独占禁止協力協定」という。）

に署名した（同年１０月発効）。日加独占禁止協力協定では，反競争的行為

に関する情報の提供など反競争的行為に係る協力を実施すること（第３条等）

及び同協定の実施又は運用に関する詳細な取決めを両締約国政府の競争当局

間で行うことができること（第１０条第２項）が規定されている。これを受

け，公正取引委員会及びカナダ競争局は，審査を含む執行活動を通じて違反

被疑事業者等から入手した情報の伝達を可能とするために，日加独占禁止協

力協定による情報伝達に関する実施細則として，両競争当局間の執行活動の

情報伝達に関する取決めに係る協議を行ってきたところである。 

  なお，審査を含む執行活動を通じて違反被疑事業者等から入手した情報の

伝達について規定した協定，取決め等としては，平成２７年５月にオースト

ラリア競争・消費者委員会との協力に関する取決めに次ぐものである。 

２ 署名者 

日 本 側：公正取引委員会 杉本和行委員長 

カナダ側：カナダ競争局 ジョン・ペックマン競争長官 

３ 概要 

 ⑴ 目的 

   競争当局の執行活動に関連する両競争当局間の協力，調整及び情報伝達

を促進すること。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局官房国際課 

電話 ０３－３５８１－１９９８（直通） 

ホームページ  http://www.jftc.go.jp/



 ⑵ 執行活動における情報伝達 

   両競争当局は，日加独占禁止協力協定に規定される協力及び調整を行う

必要に応じ，情報源の同意を得ることなく，見解を共有し，又は情報（執

行活動を通じて違反事業者等から入手した情報を含む。）を相互に伝達。 

   ただし，リニエンシー申請等に基づいて得た情報やその情報に関する見

解は，当該申請者の同意なく共有又は伝達されることはない。 

 ⑶ 情報伝達に係るその他の事項 

   各競争当局は，情報を伝達するか否かを決定するに際し，その利益及び

自国の法令及び規則を考慮し，完全な裁量を保持。 

   各競争当局は，情報伝達に際し，個人情報保護等の情報の秘密性に関す

る条件を付すことが可能。 

４ 日加独占禁止協力協定における合意された議事録の廃棄 

  日加独占禁止協力協定では，合意された議事録において，執行活動を通じ

て違反事業者等から入手した情報などを提供しないこととされていた。 

  今般，本取決めを締結することになったことを踏まえて，平成２９年５月

４日，カナダのオタワにおいて，合意された議事録の廃棄が確認されている。 



＜独占禁止協力協定＞ 

国・地域 発効日 競争当局 

米国 1999（平成 11）年 10 月 7 日 司法省，連邦取引委員会 

ＥＵ 2003（平成 15）年 8月 9日 欧州委員会 

カナダ 2005（平成 17）年 10 月 6 日 競争局 

＜経済連携協定等（競争関連章・規定のあるもの）＞ 

国・地域 発効日 競争/実施当局 

シンガポール 2002（平成 14）年 11月 30 日 競争委員会ほか 

メキシコ 2005（平成 17）年 4月 1日 連邦競争委員会 

マレーシア 2006（平成 18）年 7月 13 日 国内取引・消費者省 

チリ 2007（平成 19）年 9月 3日 （国家経済検察庁ほか）（注）

タイ 2007（平成 19）年 11 月 1 日 競争委員会 

インドネシア 2008（平成 20）年 7月 1日 事業競争監視委員会 

フィリピン 2008（平成 20）年 12月 11 日 貿易産業省ほか 

スイス 2009（平成 21）年 9月 1日 競争委員会 

ベトナム 2009（平成 21）年 10 月 1 日 （競争庁ほか）（注）

インド 2011（平成 23）年 8月 1日 （競争委員会）（注）

ペルー 2012（平成 24）年 3月 1日 国家競争・知的財産保護庁ほか 

オーストラリア 2015（平成 27）年 1月 15 日 競争・消費者委員会 

モンゴル 2016（平成 28）年 6月 7日 公正競争・消費者保護庁 

ASEAN 一部発効 ― 

（注）協定上は，競争/実施当局の定義がない。 

参考 
締結済みの競争法執行に関する協力協定等 



＜競争当局間の協力に関する覚書等＞

締結当局 署名

フィリピン司法省 2013（平成 25）年 8月 

ベトナム競争庁 2013（平成 25）年 8月 

ブラジル経済擁護行政委員会 2014（平成 26）年 4月 

韓国公正取引委員会 2014（平成 26）年 7月 

オーストラリア競争・消費者委員会 2015（平成 27）年 4月 

中国国家発展改革委員会 2015（平成 27）年 10 月 

中国商務部 2016（平成 28）年 4月 

ケニア競争当局 2016（平成 28）年 6月 

モンゴル公正競争・消費者保護庁 2017（平成 29）年 3月 

カナダ競争局 2017（平成 29）年 5月 

カナダ競争局：合併・独占的行為部門，カルテル・欺瞞的販売慣行部門，競争促進部門，

法人向けサービス部門の４つの部門から構成され，競争法，消費者包装･

表示法その他の法律を管轄している。 

カナダ競争局との取決め：審査を含む執行活動を通じて違反被疑事業者等から入手した 

情報の伝達を可能とするために，日加独占禁止協力協定による

情報伝達に関する実施細則として規定するもの。 


